
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※助成金の交付については、令和６年度予算が議会の審議を経て成立することを前提としています。 

予算の不成立等により、事業を実施できない場合がありますので、ご了承ください。 
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地域課題や市民ニーズが多様化・複雑化するなか、行政だけでは対応困難な課題が増加し

ています。また、少子高齢化や核家族化の進展、市民のライフスタイルの変化に加え、近年

の新型コロナウイルス感染症の感染拡大等に伴い、住民同士のつながりの希薄化や地域コミ

ュニティの活力低下が懸念され、地域力の強化が喫緊の課題となっています。 
西宮市では、市民の皆さんが持つ豊かな知識や経験をまちづくりに生かし、市民の皆さん

と市がよりよい本市の実現に向けて行動することを目的に、「西宮市参画と協働の推進に関

する条例」が平成 21 年４月に全面施行されました。未来づくりパートナー事業はその取組

の一つとして、市内で活動している団体からの提案に基づき、提案団体と市の機関が協働し

て事業を実施、又は、市が団体に対して事業の実施に必要な費用の一部を助成する制度です。

事業の実施を通じて、多様な主体による公共サービスの提供、地域における課題解決力の向

上、地域課題や社会的課題の発見及び共有、協働意識の醸成を図ることを目的としています。 
 
 
 
 

募集区分 内  容 助成金 募集件数 

自由 

提案型 

市民活動団体※１又は地域活動団体※２の自由な発案に

より、そのノウハウや特性を生かして、地域課題や

社会的課題の解決又は市民サービスの向上に向けた

事業を企画･提案し、市との適切な役割分担のもとで

実施するもの。 上限 
30 万円 

おおむね 
合計３事業 

テーマ 

設定型 

市が設定するテーマ（市が協働による課題解決等を

期待しているもの）に沿った事業を市民活動団体又

は地域活動団体が企画･提案し、市との適切な役割分

担のもとで実施するもの。（テーマは９ページ参照） 

地域力 

向上型 

地域活動団体が、地域課題の解決や地域力の向上に

つながる事業を企画･提案･実施し、市が主に資金面

でのサポートを行うもの。 

上限 
10 万円 

おおむね 
５事業 

 
※１ 福祉・環境・子育て・地域安全・まちづくりなど、特定のテーマのもとで公益的な活動を行

っている非営利活動団体。（NPO 等団体、ボランティア団体など） 
※２ 西宮市内の一定区域を基盤として地域に根ざした活動を行っている団体。単位組織に限ら

ず、校区等を範囲とする連合組織や自治会等を中心に結成された実行委員会等を含みます。 
 
 
 
 

１．制度の目的 

２．募集区分 

提案事業の要件については、「４．対象となる事業」（２ページ）をご確認ください。 
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提案できる団体は、次の①～⑤を満たす非営利活動団体（NPO 等団体、ボランティア 
団体、自治会等の地域活動団体など）です。 
① 西宮市内に事務所又は活動場所を有すること。 
② 団体の構成員が５人以上であり、団体及び事業の責任者が明確であること。 
③ 組織の運営に関する定款・規約・会則等の定めを有していること。 
④ 予算・決算等の事務が適正に行われていること。 
⑤ 宗教活動、政治活動及び選挙活動を目的とする団体でないこと。 

 
制度の対象となる事業は、次に掲げる要件をすべて満たす事業です。 
 
 

区分 自由提案型・テーマ設定型 地域力向上型 

共 

通 

項 

目 

地域課題や社会的課題の解決又は市民サービス・市民満足度・地域力の向上に資す

る新しい視点からの内容で、具体的な効果や成果が期待できる事業 

提案団体が新規に実施する事業又は従来の取組を拡充して実施する事業 

提案団体が主な担い手となり、団体が有する資源（スキル･ノウハウ･ネットワーク

等）を活用して実施することが可能と認められる事業 

西宮市内で実施され、西宮市民が主な参加者となる事業 

予算の見積や参加費等の設定が適正である事業 

個 

別 

項 

目 

市の総合計画の方向性に沿った内容で、提案団体

と市が協働することで相乗効果が期待できる事業 新たな発想や創意工夫が認め

られ、他地域のモデルとなる

可能性が見込まれる事業 事業にかかる人的又は物理的なコストが関係課に

とって負担可能な範囲である事業 
 

※ １団体につき提案できる事業は１事業までとします。 
※ 以下のいずれかに該当する事業は提案することができません。 
・法令や条例等に違反する内容を含む事業 
・営利、政治活動、宗教活動を目的とする事業 
・特定の個人や団体のみが利益を受ける事業又は親睦会的なイベント事業 
・施設等の建設や整備を目的とするもの又は備品等の取得を主な目的とするもの 
・西宮市及び西宮市の外郭団体から助成を受けている事業 
・西宮市暴力団の排除の推進に関する条例（平成 24 年西宮市条例第 67 号）に規定する 
暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者が行う事業 

・その他、市が不適切と判断した事業 
 

３．提案できる団体 

４．対象となる事業 
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（１） 今回募集する提案事業の実施期間は、助成金の交付が決定した時期（令和６年６月上旬

～中旬予定）から令和７年２月までです。助成金の交付決定前又は事業期間の終了後に

支出した経費は、助成対象経費に含まれませんのでご注意ください。 
 
（２） 一つの事業につき、最長で実施できる期間は下表のとおりです。 
 

自由提案型・ 

地域力向上型 

最長 3 年間継続して提案（実施）することが可能です。ただし、事業

の審査は毎年実施しますので、審査の結果によっては、2 年目以降の

提案（実施）ができない場合があります。また、前年度から事業内容

の拡充が必要となり、前年度と同じ内容での提案はできませんのでご

注意ください。 

テーマ設定型 単年度での提案（実施）となります。 
 
 
 
 
 

提案事業の実施に直接要する経費の一部を市が補助します。 
 
（１）助成金額 
 

募集区分 助成金額 助成割合 

自由提案型 
上限３０万円 

対象経費の８０％に相当する額 

テーマ設定型 テーマにより異なる（９ページ参照） 

地域力向上型 上限１０万円 対象経費の８０％に相当する額 

 
（２）助成対象となる主な経費（いずれも領収書等の写しの提出が必要です。） 
 

費 目 内  容 

報償費 

外部講師・専門家等への謝金、一時的なボランティアスタッフへの謝礼等 
【団体構成員に対する謝金等について】 

原則として対象外となります。ただし、講師謝金について、事業に適した

講師が団体内部にしかいないなど、やむを得ない事情があると認められる

場合は、内部講師への謝金も助成対象経費とします。なお、事業費総額の

２割を上限として、かつ、１回あたりの上限を１万円とします。 

交通費 団体構成員等の事業実施場所までの交通費（公共交通機関の利用に限る） 

消耗品費 用具・文具類等の消耗品、資材等の購入費など 

食糧費 講師のお茶、その他事業実施に必要不可欠なもの 

５．事業期間 

６．助成金について 
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印刷製本費 チラシ・ポスター等の印刷代、資料のコピー代など 

通信運搬費 チラシや資料の郵送料、運送料など 

保険料 ボランティアスタッフやイベント参加者のための保険料など 

手数料 振込手数料など 

委託料 専門的知識や技術等を要する業務を外部委託するもの（会場設営等） 

使用料･賃借料 会場使用料、車両・機器等のレンタル料など 

備品購入費 

事業を実施するために必要な備品（数年にわたり使用できる１万円以上 
の物品。事業以外に転用できる家電製品等は除く。）の購入に係る費用 
※ 事業費総額の２割を上限とします。 

その他 その他市長が認めるもの 
 

※ 上記対象経費に該当する場合でも、審査の結果、対象経費として認められない場合又は金額

を変更していただく場合があります。（特定の経費に偏りがある場合など） 
 
（３）助成対象とならない経費 

 
団体構成員に対する人件費 

事務所の賃借料、修繕料、光熱水費、電話通信費等の団体運営経費 

飲食費 

団体構成員が関与している団体への外注費 

領収書がないなど、支出の根拠が確認できない経費 

その他市長が不適切と認める経費 

 
（４）助成金額の計算例 
 

助成額の計算方法は以下のとおりです。 
 
 

 
※ 上記計算結果で得られた助成額と助成上限額（又は交付決定額）のいずれか少ない方の額

（千円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨て）を交付します。 
 

＜助成金イメージ＞ 
 
           支出          収入 

       
 
       
 
 
 

助成額 ＝（ 助成対象経費 － 事業実施に係る収入額(参加費等) ）× 助成割合 

助成対象経費 

助成対象外経費 

参加費等 

助成金 

自己資金 
民間助成金等 

８０％ 

２０％ 
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（５）助成金の交付について 
 

助成金は、原則として事業終了後に一括で提案団体に交付します。ただし、事業の円滑

な実施を図るために必要と認められる場合は、交付予定額の５割の金額を上限に、事業実

施前に交付することも可能です。その場合は、事業終了後の決算額をもとに、助成金の精

算（市からの残額の支払又は提案団体からの余剰分の返金）を行います。 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）提出書類 
 

番号 提出書類名称 様式 

１ 協働事業（未来づくりパートナー事業）提案書 

所定の様式 

(16 ページ参照) 
２ 提案団体概要書 

３ 収支予算書 

４ 団体の定款・規約・会則等 

自 由 

５ 団体の会員名簿 

６ 
団体の最新の収支決算書及び事業報告書 

（上記が提出できない場合は、最新の収支予算書と事業計画書） 

７ 
団体の活動内容がわかる資料 

（会報、リーフレット、活動写真等） 
 

※ ご提出いただいた書類一式は返却しませんので、あらかじめご了承ください。 
※ １は、募集区分によって様式が異なりますのでご注意ください。 
※ １～３の様式は、市のホームページ（ページ番号：59452322）からダウンロードすることが

できます。 

７．提案手続について 

 

事前のご相談について 
 

● 提案内容や書類作成についてアドバイスを受けたい場合  
西宮市市民交流センター（高松町 20 番 20 号） 

   ℡：0798-65-2251  メール：info@shimin-koryu.net 
 

● 制度に関するご相談（事業の要件や助成金など）  
西宮市市民協働推進課（六湛寺町 10 番３号） 

   ℡：0798-35-3764  メール：vo_chiiki@nishi.or.jp 
 

※ 提案内容が募集要件を満たしているか分かりにくい場合は、提出書類をご準備 
いただく前に、市民協働推進課へご相談ください。 

mailto:info@shimin-koryu.net
mailto:vo_chiiki@nishi.or.jp
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（２）募集期間 
 

令和６年２月２６日（月）～令和６年３月２７日（水） 
 
（３）提出方法 
 

次のいずれかの方法で提出してください。 
 

郵送 
〒662-8567 西宮市六湛寺町 10 番３号  

西宮市役所 市民協働推進課 参画協働チームあて（３月２７日（水）必着） 

メール vo_chiiki@nishi.or.jp 

窓口 
提出 

【受付場所】 西宮市役所本庁舎７階 市民協働推進課（西宮市六湛寺町 10 番３号） 
【受付時間】９時～１７時３０分（正午から１３時及び土・日・祝日を除く） 

 
 
 
 
 
（１）一次審査（書類審査） 
 

市民協働推進課において、以下の基準に沿った審査を行います。基準に該当しない事業は

不採択となります。 
・提案団体及び提案内容が募集要件に該当しているか。 
・提案内容及び事業目的が明確で、公益性が認められるか。 
・実現可能な内容となっており、具体的な効果や成果が見込まれるか。 
・関係課との協議が成立・完了しているか。（※自由提案型・テーマ設定型のみ） 

 
（２）二次審査（協働事業提案審査会） 令和６年５月上旬～中旬開催予定 
 

提案団体からの提案内容に関するプレゼンテーション及び審査会委員による質疑応答

を公開の場で行います（プレゼンテーションと質疑応答で１団体あたり 15 分程度）。その

結果と書類内容をもとに、審査会委員による審査を非公開で行います。後日、審査会の審

査結果を踏まえ、市が事業採択の可否を決定します。 
※ プレゼンテーションでは、事業提案書等（個人情報は非表示）を当日資料として来場

者に配布しますので、あらかじめご了承ください。 
  

（３）審査結果について 
 

審査結果は、提案団体に対して書面により通知します。 
【一次審査結果】令和６年５月上旬予定 
【二次審査結果】令和６年６月上旬予定 

  

８．審査及び結果について 

mailto:vo_chiiki@nishi.or.jp
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（４）採択された事業について 
 

①  二次審査の結果、採択された事業については、市との協議及び確認書（事業内容やそ

れぞれの役割分担等が記載されたもの）の締結（※自由提案型・テーマ設定型のみ）を

経た後に事業を開始します。（協議が整わない場合は実施見送りとなります。） 
② チラシ等を作成する場合、「この事業は、西宮市未来づくりパートナー事業の助成を受

けて実施します」の一文を入れてください。 
③ 市民が参加する事業については、事業の効果検証のため、参加者アンケートを必ず実施

してください。 
④ 事業終了後は、以下の書類を市民協働推進課へ速やかに提出してください。 

事業報告書、自己評価書、収支決算書、領収書等、写真（５～10 枚）、アンケート結果 
※ 事業報告書や写真は、市のホームページや事例集等で公表します。 

⑤ 自由提案型・テーマ設定型の事業を実施した団体は、翌年度に開催する「西宮市参画と

協働の推進に関する条例評価委員会」にご出席いただきます。評価委員会で受けた評価

や意見は、その後の事業実施に生かしてください。 
 
 
 
 

相談・提案書受付 

（２月２６日～３月２７日） 

市民協働推進課で相談及び提案書の受付を行います。 

面談等により、市民協働推進課職員が事業の目的や事業内容

等の確認を行います。内容に不備等がある場合は修正をお願

いします。 

提案団体と市との協議 

※自由提案型・テーマ設定型のみ 

（４月中旬まで） 

提案団体と提案内容に関係のある課が、事業の目的、内容、

役割分担、協働の方法等について協議を行います。必要に応

じて、事業内容の再検討や提案書類の修正を行います。 

一次審査(書類審査)の結果通知 

（５月上旬予定） 
一次審査の結果を提案団体に通知します。 

二次審査(協働事業提案審査会) 

（５月上旬～中旬予定） 

提案事業の内容を公開の場で説明し、審査員による質疑に回

答していただきます。その後、審査会において事業採択につ

いての審査（非公開）を行います。 

二次審査の結果通知 

（６月上旬予定） 
二次審査の結果を提案団体に通知します。 

事業化の検討・確認書の締結 

※自由提案型・テーマ設定型のみ 

（６月上旬～中旬予定） 

提案団体と関係課が審査会意見を踏まえた詳細な打ち合わ

せを行います。協議が整えば確認書の締結を経て、事業を開

始します。（協議が整わない場合は実施見送りとなります。） 

９．全体の流れ 
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補助金交付申請・交付決定 

（６月上旬～６月中旬予定） 

二次審査の結果採択された事業について、補助金交付申請手

続を行っていただきます。交付決定前に支出された経費は助

成対象となりませんので注意ください。 

助成金の概算払いが必要な場合は、事業実施前に市民協働推

進課へご相談ください。 

事業の実施 

（６月中旬～翌年２月） 
事業内容や実施方法の変更が必要な場合は、必ず事前に市民

協働推進課へご相談ください。 

事業完了・実施報告 

（事業完了後） 

事業完了後、事業報告書等の必要書類を作成の上、市民協働

推進課にご提出ください。事業内容の確認後、助成金の精算

を行います。 

報告書等の公表 

評価委員会への出席 

（翌年５月以降） 

事業報告書や評価については、市のホームページ等で公表

し、事業の成果を関係者や市民の皆さんと共有します。 

自由提案型・テーマ設定型の実施団体は、評価委員会にご出

席ください（７ページ参照）。 

 
 
 
 
 
（１）協働事業提案書、審査結果に係る情報、事業報告書等の書類及びその内容は、個人情報

を除き、原則として市のホームページ等で公開されます。 
（２）以下の①～④のいずれかに該当すると認められる場合は、助成金の交付の決定の一部 

又は全部を取り消す（交付済みの金額は返金していただく）ことがあります。 
① 提案団体又は事業内容が本募集要領に記載の要件を満たさなくなった場合 
② 市長の承認なしに事業を変更又は中止した場合 
③ 偽りその他不正な方法により助成金の交付（決定）を受けた場合 
④ 助成金を当該事業実施以外の用途に使用した場合 

  

10．その他 



9 
 

【テーマ設定型の募集テーマ】 
 
（注意）市との協働が要件（提案団体による単独実施は対象外）になります。 

事業実施にあたり、市に期待する役割を提案書に記載してください。 
 

テーマ 地域の防災力向上を目的とした防災行事の推進 

テーマの背景 

日本各地で異常災害や南海トラフ地震を筆頭とした巨大地震の発生が

懸念される中、それら災害から命を守るには自身の備えに加え、地域で

の定期的な防災行事の開催が重要になります。ただ、市内でも防災行事

ができない、防災行事の参加者の高齢化、若い防災リーダーがいない、

などが懸念される地域が多くあります。 
その理由として、少子高齢化や地域コミュニティの衰退、財源不足に

よる防災行事の内容の単一化などが一因となっています。 

期待すること 

地域防災力・地域コミュニティの活力向上につながる、地域主導の防災訓

練等の企画・実施 
※幅広い世代・多くの方の参加が期待できる事業提案をお待ちしています。 
 
＜取り組み例＞ 

・近くの避難所への避難訓練 
・地域の危険箇所の確認 
・資機材の取り扱いや、炊き出し訓練 
・避難所運営訓練 

助成金額 対象経費の８０％に相当する額（上限３０万円） 

事業期間 単年度 

テーマ設定課 総務局 危機管理室 地域防災支援課（0798-35-3092） 
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【未来づくりパートナー事業に関するＱ＆Ａ】 

 
Ｑ１  どうしてこのような制度を設けているのですか？                  
Ａ１ 市民ニーズが多様化・複雑化するなか、行政が単独で公共的なサービスの提供や地域等

の課題解決に取り組むのは、人的・財政的に限界があります。未来づくりパートナー事

業は、提案団体と市がそれぞれの得意なところを出し合いながら一つの事業を作り上げ

る、または、提案団体による公益的な取組を市が支援することで、新たな公共サービス

の創出や課題解決を図ろうという試みです。市民の皆さんと市職員が様々な協働を通じ

て実績と経験を積み重ねていくことで、互いを知り、その後の活動の充実につながる効

果も期待できるなど、みんなが暮らしやすいまちづくりに向けて必要な事業と考えてい

ます。 
 
Ｑ２ 提案団体にはどのようなメリットがありますか？                  
Ａ２ 自由提案型・テーマ設定型においては、市との協働により、団体と市の双方の強みを生

かした役割分担を行うことで、また、地域力向上型においては、提案団体の取組を市が

サポートすることで、団体が単独で実施するよりも効果的な実施が期待できます。また、

実施事業は市のホームページ等を通じて公開しますので、皆さんの活動が市民の皆さん

に広く周知されることもメリットの一つになると考えられます。 
 
Ｑ３ 【自由提案型・テーマ設定型】提案団体と市の機関が協働することで、相乗効果が   

高まる事業とは？ 
Ａ３ 協働事業とは、お互いの強みを生かして協働することで、単独で実施するよりもより良

い効果が生まれるような事業を言います。一方の役割が広報協力や会場確保のみで、も

う一方がほぼすべての役割を担うといった事業では、十分な相乗効果が期待できない可

能性があります。 
 
Ｑ４ 【自由提案型・テーマ設定型】市の役割分担にはどのようなものがありますか？    
Ａ４ 企画会議への参加、情報・データ・場所・冊子等の提供、市政ニュースへの掲載やチラ

シ配架等の広報協力、関係機関との連絡調整、当日の運営協力などが考えられます。た

だし、制度的な制約等がありますので、提案団体と市の関係課との協議の中で調整する

ことになります。 
 
Ｑ５ 【自由提案型・テーマ設定型】と【地域力向上型】の違いを教えてください。     
Ａ５ 【自由提案型・テーマ設定型】は、提案団体と市がお互いの強みを持ち寄ることで、提

案団体が単独で実施するよりも大きな効果が得られると認められる事業が対象となり

ます。そのため、提案事業の中には一定の市の役割が必要となります。 
一方、【地域力向上型】は、提案団体が実施する事業について、市が主に資金面でのサポ

ートを行うものです。そのため、提案事業の中に市の役割がなくても提案可能です。な

お、【地域力向上型】は、団体の運営に対する支援を行うものではありませんのでご注意

ください。 
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Ｑ６ 提案団体が新規に実施する事業又は従来の事業を拡充して実施する事業とは？                          

Ａ６ 新たに事業を実施する場合や、現在実施している事業の内容を拡充して実施する場合が

対象となります（自由提案型・地域力向上型の本制度を活用した２年目以降の継続事業

についても、前年度からの事業内容の拡充が必要となります）。拡充とは単なる規模の拡

大や回数の増加ではなく、事業自体に新たな付加価値を加えることを意味します。提案

団体が本来事業として実施している事業は対象になりませんのでご注意ください。 
 
Ｑ７ 【地域力向上型】市から得られるサポートは資金面のみですか？           
Ａ７ 市は、資金面でのサポートのほか、必要に応じて、広報（市政ニュースへの掲載など）

や情報提供等の協力を行います。 
 
Ｑ８ 【地域力向上型】普段の活動に助成していただきたいのですが、そのような内容でも  

提案できますか？                                
Ａ８ 地域力向上型は、地域に根ざした活動を行っている団体の新しい試みに対して、主に資

金面でのサポートを行うものです。そのため、団体が普段行っている活動は本制度の対

象になりません。 
 
Ｑ９ 事業実施にあたり、参加費等を受け取ることは可能ですか？             
Ａ９ 可能です。むしろ助成終了後の事業の継続性を高めるためにも、受益者からの費用の徴

収や企業協賛の獲得などを通じて、資金確保に努めてください。ただし、事業実施に伴

う参加費等の収入は、助成対象経費に充当することになります。なお、参加費等の徴収

にあたっては、より多くの皆さんが参加しやすい金額設定を心がけてください。 
 
Ｑ10 地域活動のデジタル化を進めることを目的に、機器の購入やホームページ開設の外部委

託を主な内容とする事業は対象になりますか。                   
Ａ10 「４．対象となる事業」（２ページ）に記載のとおり、「施設等の建設や整備を目的とす

るもの又は備品等の取得を主な目的とするもの」は対象外となります。 
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Ｑ12 二次審査（協働事業提案審査会）ではどのような基準で審査が行われるのですか。   
Ａ12 下表に記載の５項目（地域力向上型は４項目）を基準として審査委員が採点します。市

の予算の範囲内で、合計点数の高い事業から順番に採択されます。ただし、市の予算の

範囲内であっても、一定の点数（委員全員の持ち点の合計点の半分など）に満たない事

業は採択されません。 
なお、審査は、【自由提案型・テーマ設定型】と【地域力向上型】に分けて行います。 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 審査項目 審査の内容 

① 先駆性 
取り組む課題が新たなものである、実施手法に先進的な工夫

やアイデアがあるなど、今後のモデルになりうる事業か。 

② 公益性 

解決に取り組む必要性の高い地域課題又は社会課題である

か。事業の成果が特定の個人、団体にのみ受益をもたらすも

のでないか。 

③ 実現可能性 
活動計画の内容は具体的で実現性があり、提案団体は活動を

遂行する能力があると認められるか。 

④ 効 果 
事業を実施することで、具体的な効果や成果が期待できる

か。予算と事業効果の費用対効果は十分に見込まれるか。 

⑤ 

【自由提案型・ 

テーマ設定型】 

協働の妥当性 

市が協働することに妥当性があると認められるか。提案団体

が単独で実施するよりも、市が協働することで、より大きな

効果や成果が期待できるか。 
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「協働事業（未来づくりパートナー事業）提案書」の提出にあたり、確認していただきたい 

事項を以下のとおりまとめていますので、事前にご確認のうえ、提案書をご提出ください。 

№ 確 認 事 項 ﾁｪｯｸ 

１ 

提案の種類と提出する様式は一致していますか。 

 

 

 

□ 

２ 

提案する団体は次のいずれにも該当する非営利団体ですか。 
① 西宮市内に事務所又は活動場所を有すること。 
② 団体の構成員が５人以上であり、団体及び事業の責任者が明確であること。 
③ 組織の運営に関する定款・規約・会則等の定めを有していること。 
④ 予算・決算等の事務が適正に行われていること。 
⑤ 宗教活動、政治活動及び選挙活動を目的とする団体でないこと。 

□ 

３ 

提案事業は次のいずれにも該当しますか。 

① 地域課題や社会的課題の解決又は市民サービス・市民満足度・地域力の向上に

資する新しい視点からの内容で、具体的な効果や成果が期待できる事業 

② 提案団体が新規に実施する事業又は従来の取組を拡充して実施する事業 
③ 提案団体が主な担い手となり、団体が有する資源（スキル･ノウハウ･ネットワ

ーク等）を活用して実施することが可能と認められる事業 
④ 西宮市内で実施され、西宮市民が主な参加者となる事業 
⑤ 予算の見積や参加費等の設定が適正である事業 
⑥－１ 【自由提案型・テーマ設定型のみ】 

市の総合計画の方向性に沿った内容で、提案団体と市が協働すること 

で相乗効果が期待できる事業 

⑥－２  事業にかかる人的または物理的なコストが関係課にとって負担可能な 

範囲である事業 

⑥－３ 【地域力向上型のみ】 
新たな発想や創意工夫が認められ、他地域のモデルとなる可能性が 

見込まれる事業 

□ 

４ 「提案事業の名称」は簡潔で分かりやすいものになっていますか。 □ 

５ 提案事業は、令和７年２月末までに実施完了する事業ですか。 □ 

  

自由提案型・テーマ設定型 ・・・ Ｐ.１７～１８ 

地域力向上型 ・・・・・・・・・ Ｐ.１９～２０ 

未来づくりパートナー事業提案書 作成チェック表 
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№ 確 認 事 項 ﾁｪｯｸ 

６ 

提案事業は次のいずれにも該当しない事業ですか。 

・法令や条例等に違反する内容を含む事業 
・営利、政治活動、宗教活動を目的とする事業 
・特定の個人や団体のみが利益を受ける事業又は親睦会的なイベント事業 
・施設等の建設や整備を目的とするもの又は備品等の取得を主な目的とするもの 
・西宮市及び西宮市の外郭団体から助成を受けている事業 
・西宮市暴力団の排除の推進に関する条例（平成 24 年西宮市条例第 67 号）に 

規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者が行う事業 
・その他、市が不適切と判断した事業 

□ 

７ 
「提案事業の概要」には、現状と課題、事業の目的と効果、具体的な事業内容が 

分かりやすく記載されていますか。 
□ 

８ 

 

 

「役割分担」には、提案団体と市の役割分担が分かりやすく記載されています

か。また、それぞれの強みを生かせる分担になっていますか。 

□ 

９ 

 

 

「協働について」には、なぜ市と協働する必要があるのか、また、協働するこ

とによってどのような効果が見込めるかが分かりやすく簡潔に記載されていま

すか。 

□ 

10 
「提案事業の実施体制」には、事業の実施に中心的に関わる方の役割と氏名が記

載されていますか。その他スタッフの人数も記載されていますか。 
□ 

11 
「事業スケジュール」には、実施に向けた準備、広報や募集の実施時期、事業や

イベントの実施時期等が時系列に並べて記載されていますか。 
□ 

12 

 

 

この事業を他団体と協働して実施する場合、「他団体との協働」に、協働する団

体名とその役割が記載されていますか。 

事業の主な担い手は、（協働相手の団体ではなく）提案団体で間違いないですか。 

□ 

13 
「助成期間終了後の取組予定や成果の活用」には、具体的な内容が記載されてい

ますか。 
□ 

14 「提案団体概要書」には、必要事項がもれなく記載されていますか。 □ 

15 
「収支予算書」には、提案事業にかかる収入金額・支出金額・内訳が正確に記載

されていますか。提案事業に関係のない金額が計上されていませんか。 
□ 

 

自由提案型・テーマ設定型 

自由提案型・テーマ設定型 

地域力向上型 
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＜提出様式＞ 
 

●【自由提案型・テーマ設定型】協働事業(未来づくりパートナー事業)提案書（17～18 ページ） 
●【地域力向上型】協働事業(未来づくりパートナー事業)提案書（19～20 ページ） 

● 提案団体概要書（21 ページ） 

● 収支予算書（22 ページ） 
 

※ 各様式は、市のホームページ（ページ番号：59452322）からダウンロードすることが 

できます。 
 

 

 

 

 

 

 

  

応募用紙 

 
● 協働事業（未来づくりパートナー事業）提案書（23～24 ページ） 

● 収支予算書（25 ページ） 
 

参考：記載方法の説明・記載例 
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 年  月  日 

西宮市長 様 

 

団体名  

団体所在地 
〒   － 

 

代表者名  

 

協働事業（未来づくりパートナー事業）提案書 

 

西宮市参画と協働の推進に関する条例第１５条第１項の規定により、次のとおり提案します。 
 

１ 提案の種類 □ 自由提案型     □ テーマ設定型 

２ 
提案事業の 

名称 
 

３ 事業実施期間   年  月  日～    年  月  日 

４ 
提案事業の 

概要 

① 現状と課題 

 

② 事業の目的と効果 

 

③ 実施する事業の内容 

 

自由提案型・テーマ設定型 
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５ 役割分担 

① 提案団体の役割 

 

② 市に期待する役割 

 

③ 想定される関係課等の名称 

 

６ 協働について 

① 市との協働の必要性と効果 

 

② 他団体との協働 

 

７ 
提案事業の 

実施体制 

 

８ 
事業 

スケジュール 

 

９ 
助成期間終了後

の取組予定や 

成果の活用 

 

 

10 上記のほか、事業の特徴やアピールポイントがあれば記入してください。 

 

 

 

 

 

 

※ 文章はできるだけ分かりやすく簡潔に記載してください。 
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年  月  日 

西宮市長 様 

 

団体名  

団体所在地 
〒   － 

 

代表者名  

 

協働事業（未来づくりパートナー事業）提案書 

 

西宮市参画と協働の推進に関する条例第１５条第１項の規定により、次のとおり提案します。 
 

１ 提案の種類 地域力向上型 

２ 
提案事業の 

名称 
 

３ 事業実施期間   年  月  日～    年  月  日 

４ 
提案事業の 

概要 

① 現状と課題 

 

② 事業の目的と効果 

 

③ 実施する事業の内容 

 

地域力向上型 
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５ 
提案事業の 

実施体制 

 

６ 
事業 

スケジュール 

 

７ 他団体との協働 

※ある場合のみ、団体名や役割を記入してください。 

８ 
次年度の事業 

継続の有無 

□ 次年度も未来づくりパートナー事業の申請を行う予定（   年度まで申請予定） 

□ 次年度の未来づくりパートナー事業の申請は行わない予定   

９ 

助成期間終了後

の取組予定や 

成果の活用 

 

 

10 上記のほか、事業の特徴やアピールポイントがあれば記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 文章はできるだけ分かりやすく簡潔に記載してください。  
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提案団体概要書 

 

団体名  

団体所在地 

〒   － 

 

 

代表者名  

担
当
者
・
連
絡
先 

担当者名  

住  所 
〒   － 

 

電話番号 

ＦＡＸ番号 
電 話  ＦＡＸ  

電子メール  

設立年月  

主な活動内容 

と活動場所 
 

過去の活動実績 

や助成実績 
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令和６年度未来づくりパートナー事業（○○○○型） 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○事業 収支予算書 
 

収入の部                                    （単位：円） 

項 目 金 額 内 訳 

自己資金   

市助成金  西宮市協働事業助成金 

参加費収入等   

計   

※ 市助成金の算定方法…【（助成対象経費－参加費収入等）×助成割合】もしくは【上限額】のどちらか少ない方 

 

支出の部                                    （単位：円） 

項 目 金 額 
 

内 訳 
うち助成対象外経費 

報償費    

交通費    

消耗品費    

食糧費    

印刷製本費    

通信費    

保険料    

手数料    

委託料    

使用料･賃借料    

その他事業費    

    

計    
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年  月  日 

西宮市長 様 

 

団体名  

団体所在地 
〒   － 

 

代表者名  

 

協働事業（未来づくりパートナー事業）提案書 

 

西宮市参画と協働の推進に関する条例第１５条第１項の規定により、次のとおり提案します。 
 

１ 提案の種類 □ 自由提案型     ■ テーマ設定型 

２ 
提案事業の 

名称 

 

３ 事業実施期間 

令和●●年●●月●●日 ～ 令和●●年●●月●●日 

 

４ 
提案事業の 

概要 

① 現状と課題 

 

 

 

② 事業の目的と効果 

 

③ 実施する事業の内容 

 

 

 

現在の状況とこの事業により解決したい地域課題や社会的課題、又はどの

ような市民ニーズからこの事業を提案するかについて記入してください。 

この事業を行うことで何を達成したいか、また、この事業を実施すること

で市民や地域に対してどのような効果があるか記入してください。 

「だれを対象」に「どのような事業」を「どのような方法」で実施するか

について、事業の特徴や工夫などを含めて記入してください。 

簡潔で分かりやすい名称にしてください。 

提案書の記載方法 

※ テーマ設定型の様式をもとに説明しています。 

 地域力向上型についても、こちらの説明に準じて作成してください。 

 

原則として、実施期間は６月上旬から２月末までが最長となります 
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５ 役割分担 

① 提案団体の役割 

 

 

② 市に期待する役割 

 

 

③ 想定される関係課等の名称 

 

６ 協働について 

① 市との協働の必要性と効果 

 

 

 

② 他団体との協働 

 

 

 

７ 
提案事業の 

実施体制 

 

 

 

８ 
事業 

スケジュール 

 

 

 

 

９ 
助成期間終了後

の取組予定や 

成果の活用 

 

 

10 上記のほか、事業の特徴やアピールポイントがあれば記入してください。 

 

 

 

 
 

※ 文章はできるだけ分かりやすく簡潔に記載してください。 

スケジュール（いつ頃にどのようなことをするか）を記入してください。 
 
例） 7 月 提案者と市の協議、実施日時・場所・イベント内容を決定 

   9 月 チラシ完成・配布、市政ニュース掲載、参加者募集開始 

  12 月 イベントの実施、アンケートの実施 

提案団体が事業を実施するための組織体制を記入してください。 

例）責 任 者 ○○ ○○、■■担当 □□ □□、 

▲▲担当 △△ △△、その他スタッフ ◆名 

事業従事者数 計●●名 

この事業において提案団体の果たす役割を記入してください。 

例）事業の企画、チラシの作成、当日の運営、アンケートの実施など 

この事業の実施にあたり、市に担ってほしい内容を記入してください。 

例）場所や情報の提供、市政ニュースへの掲載やチラシ配架等の広報、 

関係機関との連絡調整、当日の運営協力など。 

事業内容に関係すると思われる部署名を記入してください。 

分からない場合は市民協働推進課にご相談ください。 

なぜ市と協働する必要があるのか、また、協働することで、提案団体が

単独で実施した場合と比べてどのような効果が期待できるかを記入して

ください。 

市以外の他団体と協働（連携）して事業を実施する場合は、協働（連携）

する団体の名称と役割を記入してください。提案団体が単独で実施する

場合は「なし」と記入してください。 

助成期間（最長３年）終了後の取組予定や、本事業の成果をその後の活動

にどのように生かしていくかについて記入してください。 

 
提案いただいた事業については、協働事業提案審査会において審査が行われ、 

審査結果をもとに市が事業の採否を決定します。 

審査会にＰＲしたいポイントや特徴などを記入してください。 
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令和６年度未来づくりパートナー事業（テーマ設定型） 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○事業 収支予算書 
 

収入の部                                  （単位：円） 

項 目 金 額 内 訳 

自己資金 84,000 円  

市助成金 233,000 円 西宮市協働事業助成金 

その他の収入 10,000 円 イベント参加料収入 200 円×50 名 

計 327,000 円  

※ 市助成金の算定方法…【（助成対象経費－その他の収入）×助成割合】もしくは【上限額】のどちらか少ない方 

 

支出の部                                  （単位：円） 

項 目 金 額 
 

内 訳 
うち助成対象外経費 

報償費 100,000 0 講師謝金 10,000 円×10 名 

交通費 20,000 0 
講師交通費 1,000 円×10 名 

スタッフ交通費 10,000 円 

消耗品費 34,000 0 事務用品、イベント当日の資材ほか 

食糧費 7,000 6,000 
講師お茶代   100 円×10 名 

会議用弁当代 500 円×12 名（対象外経費） 

印刷製本費 50,000 0 募集チラシ・冊子印刷費、資料のコピー代 

通信費 12,000 0 切手 120 円×100 枚 

保険料 10,000 0 イベント保険料 

手数料 5,000 0 振込手数料 

委託料 44,000 14,000 
会場設営委託料 30,000 円 

冊子ﾃﾞｻﾞｲﾝ料 14,000 円（団体構成員のため対象外） 

使用料･賃借料 40,000 0 
会場使用料 15,000 円 

○○○のレンタル料 25,000 円 

その他事業費 5,000 5,000 懇親会飲食費（対象外経費） 

計 327,000 25,000  

収支予算書の記載例 

※ 助成金交付決定（６月上～中旬予定）前に収入・支出予定の金額は含めないでください。 
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＜参考：令和５年度の実施事業＞ 
 

№ 区分 事業名 提案者名 

１ テーマ 
設定型 

「ままもぱぱも」地域とつながり、 
安心して子育てできるまちづくりを進める事業 

特定非営利活動法人 
にしのみや次世代育成支援協会 

２ 地域力 
向上型 

ホームページによる防災意識の継続的な啓蒙 中浜・堀切町自治会 

３ 地域力 
向上型 

子育て世代を対象にしたイベントと 
地域課題/ニーズ調査 
―子育てしやすい街、甲子園口をめざして― 

甲子園口地区まちづくり協議会 

４ 地域力 
向上型 

 
「環境学習都市宣言」20 周年 夙川公園の歴史と

環境から学ぶ西宮の未来 
香櫨園コミュニティ協議会 

５ 地域力 
向上型 

自治会活動の活性化をめざして 深津自治会推進委員会 

６ 地域力 
向上型 

自治会員の防災意識向上事業 昭和園自治会 

７ 
コロナ 
課題 

解決型 

 
多胎家庭の子育て支援ウィズコロナ 
～子どもも親も楽しく過ごせる活動の場～ 

双子みつごサークル cherry 

８ 
コロナ 
課題 

解決型 
障がいのある子どもを持つ親がつながる講座 特定非営利活動法人ビレッジ 

９ 
コロナ 
課題 

解決型 

 
脱ワンオペ育児 in 西宮 
～地域で支える子育て～vol.2 

特定非営利活動法人 a little 

10 
コロナ 
課題 

解決型 

 
プレーパークで子育ち親育ち 
（よちよちプレーパークと子育て相談） 

にしのみや遊び場つくろう会 

 
※ 過去の実施事業の報告書を市ホームページ（ページ番号：90911460）に掲載していますので、 

よろしければご覧ください。 

３年目 

２年目 

２年目 

３年目 

２年目 

２年目 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

問合せ先 
 

西宮市 市民局 コミュニティ推進部 市民協働推進課 
〒662-8567 西宮市六湛寺町 10 番３号 西宮市役所本庁舎７階 
電 話：0798(35)3764 
E-mail：vo_chiiki@nishi.or.jp 

mailto:vo_chiiki@nishi.or.jp

